
合 計

1，968万円
配偶者居住権

3，532万円
所有権

5，500万円

土 地

1，495万円
5，000万円－3，505万円

3，505万円
5，000万円×0．701

5，000万円

建 物

473万円
500万円－27万円

27万円
500万円×（13－12）÷
13×0．701

500万円

配偶者

長 男

合 計

配偶者居住権と相続税評価等
についての一考察

1
、
配
偶
者
居
住
権
の
概
要

平
成
30
年
7
月
6
日
の
民
法

（
相
続
関
係
）の
改
正
に
伴
い
、

配
偶
者
居
住
権
（
第
1
0
2
8

条
）
が
次
の
よ
う
に
創
設
さ

れ
、
令
和
2
年
4
月
1
日
よ
り

施
行
さ
れ
た
。

被
相
続
人
の
配
偶
者
が
、
被

相
続
人
の
財
産
に
属
し
た
建
物

に
相
続
開
始
の
時
に
居
住
し
て

い
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
居
住
し
て
い
た
建
物
の
全

部
に
つ
い
て
無
償
で
使
用
及
び

収
益
す
る
権
利（「
配
偶
者
居
住

権
」
と
い
う
。）
を
取
得
す
る
。

た
だ
し
、
被
相
続
人
が
相
続
開

始
の
時
に
居
住
建
物
を
配
偶
者

以
外
の
者
と
共
有
し
て
い
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

一
、
遺
産
の
分
割
に
よ
っ
て
配

偶
者
居
住
権
を
取
得
す
る

も
の
と
さ
れ
た
と
き
。

二
、
配
偶
者
居
住
権
が
遺
贈
の

目
的
と
さ
れ
た
と
き
。

⑴

配
偶
者
居
住
権
の
意
義

配
偶
者
居
住
権
と
は
、
配

偶
者
が
相
続
開
始
時
に
居

住
し
て
い
た
被
相
続
人
所

有
の
建
物
を
対
象
と
し

て
、
終
身
又
は
一
定
期
間

配
偶
者
に
建
物
の
無
償
使

用
を
認
め
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
民
法
の
権
利
を
い

う
（
民
1
0
2
8
）。

⑵

取
得
の
要
件

①
相
続
開

始
の
時
に
、
配
偶
者
が
被

相
続
人
所
有
の
建
物
に
居

住
し
て
い
た
。
②
そ
の
建

物
に
つ
い
て
配
偶
者
に
配

偶
者
居
住
権
を
取
得
さ
せ

る
旨
の
遺
産
分
割
、遺
贈
、

又
は
死
因
贈
与
、
家
庭
裁

判
所
の
審
判
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
民
1
0
2
8
、

1
0
2
9
）。

⑶

登
記

建
物
所
有
者
は
配

偶
者
居
住
権
の
設
定
の
登

記
の
義
務
を
負
う
（
民
1

0
3
1
）。
こ
の
登
記
に

つ
い
て
は
、
居
住
建
物
の

価
額
（
固
定
資
産
税
評
価

額
）
に
対
し
1
0
0
0
分

の
2
の
税
率
に
よ
り
登
録

免
許
税
を
課
税
す
る
（
登

免
法
別
表
第
1
一
）。

⑷

譲
渡

配
偶
者
居
住
権
の

譲
渡
は
で
き
な
い
（
民
1

0
3
2
②
）。た
だ
し
、
建

物
所
有
者
か
ら
の
買
取
、

配
偶
者
居
住
権
の
放
棄
、

建
物
所
有
者
の
承
認
に
よ

る
建
物
の
賃
貸
等
可
能

（
民
1
0
3
2
③
）

⑸

配
偶
者
居
住
権
の
消
滅
要

件

①
存
続
期
間
満
了

（
民
1
0
3
6
準
用
5
9

7
①
）
②
建
物
所
有
者
の

消
滅
請
求
（
民
1
0
3
2

④
）
③
配
偶
者
の
死
亡

（
民
1
0
3
6
準
用
5
9

7
③
）
④
居
住
建
物
の
全

部
滅
失
等
（
民
1
0
3
6

準
用
6
1
6
の
2
）

⑹

配
偶
者
短
期
居
住
権

配

偶
者
が
相
続
開
始
時
に
、

被
相
続
人
所
有
の
建
物
に

無
償
で
居
住
し
て
い
た
場

合
は
、
相
続
開
始
時
か
ら

6
か
月
を
経
過
す
る
日

（
こ
の
日
以
降
に
遺
産
分

割
に
よ
り
帰
属
が
確
定
し

た
場
合
は
そ
の
確
定
の

日
）
ま
で
の
間
、
又
は
居

住
建
物
の
所
有
権
を
相
続

・
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た

者
が
「
短
期
居
住
権
の
消

滅
」
の
申
入
れ
し
た
日
か

ら
6
か
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
、
配
偶
者
は
そ

の
建
物
を
無
償
で
使
用
す

る
権
利
を
い
う
（
民
1
0

3
7
）。
な
お
、配
偶
者
短

期
居
住
権
に
は
財
産
性
は

な
い
。

具
体
的
計
算
例
（
法
制

審
議
会
民
法（
相
続
関
係
）

部
会
第
19
回
部
会
会
議
資

料
を
基
に
一
部
修
正
）

〈
事
例
〉
遺
産
分
割
に
よ
り
長

期
居
住
権
を
取
得
す
る
場
合

（
一
戸
建
て
の
ケ
ー
ス
）

被
相
続
人；

夫
甲
、相
続
人

；

妻
乙
（
70
歳
）、
子
Ａ

相
続
財
産；

①
土
地
・
建
物

5
5
0
0
万
円
、
②
預
貯
金

5
5
0
0
万
円
、
合
計
1
1

0
0
0
万
円

ⅰ
令
和
2
年
3
月
31
日
以
前

の
民
法
を
前
提
と
し
た
遺

産
分
割
の
例

乙；

①
土
地
・
建
物
5
5

0
0
万
円
＋
②
預
貯
金
0

万
円
＝
5
5
0
0
万
円

Ａ；

②
預
貯
金
5
5
0
0

万
円

ⅱ
遺
産
分
割
の
協
議
又
は
審

判
に
よ
り
乙
に
長
期
居
住

権
（
存
続
期
間
は
終
身
、

建
物
の
賃
料
相
当
額
を
月

16
万
円
と
仮
定
）
を
取
得

さ
せ
る
場
合
の
例

乙；

①
建
物
の
長
期
居
住

権
2
9
0
0
万
円
※
＋
②

預
貯
金
2
6
0
0
万
円
＝

5
5
0
0
万
円

Ａ；

長
期
居
住
権
負
担
付

の
建
物
及
び
土
地
2
6
0

0
万
円
＋
②
預
貯
金
2
9

0
0
万
円
＝
5
5
0
0
万

円※
女
性
70
歳
の
平
均
寿
命

が
19
・
85
年
（
Ｈ
27
完
全

生
命
表
）
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
1
9
2

（
万
円
／
年
）
×
14
・
8

7
7
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係

数
：
予
定
利
率
3
％
、
20

年
）≒

2
9
0
0
万
円
と

算
出
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
配
偶
者

居
住
権
の
取
得
に
よ
り
、

2
6
0
0
万
円
の
金
融
資

産
も
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

2
、
相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住
権
等
の
評
価

額
の
計
算

相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住
権
等
の
評
価
額
を
次
の
と
お
り
と

す
る
（
相
法
23
の
2
）。

イ

配
偶
者
居
住
権
の
相
続
税
評
価
額

建
物
時
価
－
建
物
時
価
×
残
存
耐
用
年
数
－
存
続
年
数

残
存
耐
用
年
数

×

存
続
年
数

に
応
じ
た

民
法
の
法

定
利
率
に

よ
る
複
利

現
価
率

ロ

配
偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
た
建
物
（
以
下「
居
住
建
物
」と
い

う
。）
の
所
有
権
の
価
額

建
物
時
価
－
配
偶
者
居
住
権
の
価
額

ハ

配
偶
者
居
住
権
に
基
づ
く
居
住
建
物
の
敷
地
の
利
用
に
関
す
る

権
利
の
価
額

土
地
等
の
時
価
－
土
地
等
の
時
価
×
存
続
年
数
に
応
じ
た
民

法
の
法
定
利
率
に
よ
る

複
利
現
価
率

ニ

居
住
建
物
の
敷
地
の
所
有
権
等
の
価
額

土
地
等
の
時
価
－
配
偶
者
居
住
権
に
基
づ
く
居
住
建
物
の

敷
地
の
利
用
に
関
す
る
権
利
の
価
額

（
注
）
前
記
の
「
建
物
時
価
」
及
び
「
土
地
等
の
時
価
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

配
偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
の
建
物
の
相
続
税
評

価
額
又
は
土
地
等
の
相
続
税
評
価
額
を
い
う
。

3
、
配
偶
者
居
住
権
等
の
計
算
事
例

⑴

前
提
条
件

建
物
の
相
続
税
評
価
額；

5

0
0
万
円
、
土
地
の
相
続
税
評

価
額；

5
0
0
0
万
円
、
配
偶

者
居
住
権
の
存
続
期
間；

終

身
、
建
物
の
法
定
耐
用
年
数；

22
年
〜
22
年
×
1
・
5
＝
33

年
、
残
存
耐
用
年
数
（
木
造
、

築
10
年
）；

13
年
（
33
年
―
20

年
）、
配
偶
者
の
年
齢
・
性
別

・
平
均
余
命；

80
歳
、
女
性
、

12
年
、
残
存
年
数
（
平
均
余
命

年
数
）；

12
年
、
3
％
の
複
利

現
価
率；

0
・
7
0
1

⑵

配
偶
者
居
住
権
の
評
価
額

4
、
配
偶
者
居
住
権
の
相
続
税
評
価
方
法
及
び
贈

与
税
、
所
得
税
課
税
に
対
し
て
の
一
提
言

⑴

被
相
続
人
が
遺
し
た
財
産

の
内
、
夫
婦
間
に
お
い
て
築

い
た
財
産
の
2
分
の
1
は
そ

の
財
産
形
成
に
寄
与
し
た
配

偶
者
の
所
有
分
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
配
偶
者
の
相
続
分

は
2
分
の
1
を
控
除
し
た
残

り
に
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、

相
続
人
が
2
人
と
す
れ
ば
、

2
分
の
1
の
2
分
の
1
、
合

計
す
る
と
全
体
の
4
分
の
3

が
配
偶
者
の
相
続
分
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
そ
も
そ
も
配
偶
者

居
住
権
な
る
制
度
は
不
要
と

思
わ
れ
る
。

⑵

配
偶
者
居
住
権
は
そ
の
譲

渡
を
禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
配
偶
者
居
住
権
の
相

続
税
評
価
は
財
産
評
価
の
大

原
則
で
あ
る
時
価（
相
法
22
）

に
馴
染
ま
な
い
と
し
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
、
建
物
の
時

価
と
土
地
の
時
価
を
基
準
と

し
て
計
算
し
て
い
る
こ
と
は

理
論
矛
盾
で
あ
り
合
理
性
を

欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

更
に
現
行
法
に
よ
る
配
偶

者
居
住
権
（
建
物
）
の
評
価

は
、
年
数
が
経
過
す
る
ご
と

に
高
く
な
る
。
居
住
権
評
価

額
を
建
物
時
価
か
ら
割
り
引

く
思
想
か
ら
考
え
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
不
自
然
、

不
合
理
で
あ
る
。

以
上
の
矛
盾
か
ら
す
る
と

平
均
寿
命
が
短
く
な
る
ほ

ど
、
そ
れ
に
従
っ
て
減
少
す

る
不
動
産
鑑
定
士
協
会
の
提

言
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数

を
活
用
す
る
考
え
方
が
合
理

的
か
つ
妥
当
性
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

⑶

配
偶
者
居
住
権
は
そ
の
譲

渡
を
禁
止
し
て
い
る
。
譲
渡

禁
止
の
財
産
に
相
続
税
の
課

税
や
贈
与
税
の
課
税
を
求
め

る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。

類
似
の
債
権
で
あ
る
借
家
権

（
30
％
）
に
つ
い
て
通
常
相

続
税
・
贈
与
税
課
税
を
求
め

て
い
な
い
こ
と
と
の
比
較
に

お
い
て
も
妥
当
性
を
欠
く
も

の
と
思
う
。

以
上
の
疑
問
点
が
あ
る
配
偶

者
居
住
権
の
相
続
税
評
価
方
法

及
び
贈
与
税
、
所
得
税
課
税
は

一
考
を
要
す
る
と
考
え
る
。

日
本
税
務
会
計
学
会

赤
坂

光
則
〔
日
本
橋
〕
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